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安
澤
喜

一
郎
先
生

の
憲
法
論

と
学
風

・
人
柄

吉

田

善

明

導
を
戴
き
、
学
説
形
成
の
う
え

で
多
大

の
影
響
を
受
け
て
い
る
。

一

安
澤
喜

[
郎
先
生

の
拝
顔

の
栄

に
浴
す
る
こ
と
が
で
き

た

の
は
、

一
九
五
六

(昭

三

一
)
年

の
法
学
部

二
年

の
学
生

で
あ

っ

た
。
先
生

は
、
和
泉
校
舎

旧
本
館

の
大
教
室

で
張
り

の
あ

る
甲
高

い
声

で
、
し
か
も
九
〇
分
間
椅

子
に
座

る
こ
と
も
な
く
誰

々
と
講

義

を
さ
れ
て
い
た
の
が
想

い
出
さ
れ
る
。
私
は
憲
法
と

い
う
科
目

は
好
き

で
あ

っ
た
こ
と
も
あ

り
、
当
時

は
余
り

サ
ボ
る
こ
と
も
な

く
受
講
し
て
い
た
。

そ
の
時

は
、
憲
法

学
の
研
究
者

に
な
り
た
い

な
ど
と

は
全
く
考
え
て
い
な
か

っ
た
。
学
年
末

の
試
験
問
題

は
、

「内
閣

の
責
任
に

つ
い
て
」

で
あ

っ
た
こ
と
が
強

く
印
象

に
残

っ

て
い
る
。
自
分
な

り
に
努
力

し
た
答
案

を
書

い
た
記
憶
だ
け

は
あ

る
。
そ

の
後
、
私

は
、
大
学
院
に

入
学
し
、
専
攻
し
た
の
が
憲
法

で
あ

る
こ
と
か
ら
、
安
沢
先
生

の
も
と
で
、
公
私

に
わ
た
り
御
指

二

安
沢
先
生

は
、

}
八
九

八

(明
治

三

一
)
年
に
福
井
県

で

出
生
。

一
九

一
八

(大
正
七
)
年

に
明
大
予
科

に
入
学
さ
れ
、

一

九

一
二
二

(大
正

一
四
)
年

に
明
大
法
科
大
学
を
卒
業
さ
れ
て

い
る
。

大
学
令
に
よ
る
最
初

の
明
治
大
学
法
学
士

で
あ

っ
た
と
聞

か
さ
れ

て
い
る
。
そ

の
後

、
先
生

は
法
科
大
学

二
年
次

に
高
等
試
験
行
政

科
試
験

に
合
格
さ
れ
た
大
変
な
秀
才

で
あ

っ
た
。
卒
業
後
、
先
生

は
鉄
道
省

に
入
省

さ
れ

て
い
る
。
ま
た
、
卒
業

二
年
後
、
任
官

の

傍
ら
東
京
を
離
れ
る
ま
で
の
五
年
間
行
政
法

の
講
師
と
し
て
教
壇

に
た
た
れ
る
。
そ

の
当
時

の
先
生

の
教
材
を
入
手
す
る
こ
と
が

で

き
な

い
の
が
残
念

で
あ

る
。
先
生
は
、

一
九

二
九

(大
正

四
)
年

以
降

、
鉄
道
省
官
吏
と
し
て
仙
台
な
ど
国
内
各
地
、
外
地
勤
務

と
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し

て
中
華
民
国
に
赴
任
さ
れ

て
い
る
。
第

二
次
大
戦
が
終

っ
た

一

九

四
五

(昭
和

二
〇
)
年

に
再
び
、
本
学

の
講
師

に
な
ら
れ
、

こ

ん
度

は
憲
法

の
講
座
を
担
当
さ
れ
て

い
る
。

一
九
四
七
年
五
月

三
日
に
、

日
本
国
憲
法
が
制
定

さ
れ
、
教
育

改
革

も
同
時

に
進

め
ら
れ
、
本
学
も
新
制
大

学
と

し
て
新
た
な

ス

タ
ー
ト
を
き
る
。
先
生

は
、

こ
の
機

に
鉄
道
省

(
の
ち

に
運
輸
省

に
変
更
)
を
退
職
さ
れ
、
本
学

の
専
任
教
授

と
し
て
憲
法
学

の
講

座
を
担
当
さ
れ
る
こ
と

に
な
る
。

三

こ
こ
で
、
本
学

の
創
立
以
来
、
法
学
部

の
憲
法
講
座
が
ど

の
よ
う

に
し
て
安
沢
先
生

に
継
承
さ
れ

て
き

た
か
。
創
立
以
来
培

わ
れ

て
き

た
明
大
学
風

の
中

で
位
置
づ
け

て
み
た

い
。
ま
ず
、
安

沢
先

生
は
、
第

三
期

の
明
大

ア
カ
デ

ミ
ズ

ム
を
支
え

た
御

一
人

で

あ

る
こ
と
を
主
張

し
て
お
き

た

い
。
す
な
わ
ち
、
第

一
期
は
、

一

八
八

一

(
明
治

一
四
)
年

一
月
開
校
か
ら

一
九

二
〇

(大
正
九
)

年

一、一月

で
専
門
学
校
令

に
よ
る
大
学

の
時
代

で
あ
る
。

こ
の
時
代

は
、
知
名

の
士
や
学
者

を
糾
合

し
て
講
義
が
な
さ
れ
て
い
た
。
当

時
、
憲
法
講
座
を
支
え

た
講
師
陣

に
は
、

フ
ラ

ン
ス
か
ら
帰
朝

し

た
西
園
寺
公
望
、
そ

の
後
継
者

で
あ

っ
た
光
妙
寺

三
郎
、
有
賀
長

雄
、
京
都
帝
国
大
学
が
創
設
さ
れ
る
ま
で
本
学

で
教
壇

に
た
た
れ

た
井
上
密
、
本
学
と
東
京
専
門
学
校

(後

の
早
稲

田
大
学
)

と
を

兼
職
さ
れ
て

い
た
副
島
義

一
な
ど
が
教
壇

に
立
た
れ
て

い
る
。
諸

先
生

は
い
ず
れ
も
自
由
主
義
者
と

し
て
、
当
時
形
成
さ
れ
て
き
た

国
家
主
義

に
対
抗
す
る
憲
法
学
者

の
面
面

で
あ

っ
た
。

第

二
期

は
、

一
九

二
〇

(大
正
九
)
年

四
月

か
ら
第

二
次
世
界

大
戦
後

の

一
九

四
九

(昭
和

二
四
)
年

三
月
ま
で
の
大
学
令

に
よ

る
大

学
の
時
代

で
あ

る
。
本
学
を
は
じ

め
各
私
立
大
学

は
、
そ
れ

ぞ
れ
専
任
教
授
陣

を
擁
し
て
大
学
と

し
て
の
体
制
を
整
え

て
い
る
。

本
学
法
学
部

は
法
律
学
科
と
政
治
学
科

(
一
九

二
五
年

に
政
経
学

部
と
し
て
独
立
)

の

二
学
科
を
擁

し
、
独
自

の
学
風
を
形
成
し

て

い
く
。
憲
法

学
に
お

い
て
は
、
本
学
出
身

の
松
本
重
敏
先
生
が
法

律
学
科
で
、
植

原
悦

二
郎
先
生
が
政
治
学
科

で
教
壇

に
た

つ
。
松

本
重
敏
先
生

は
、
本
学
が
与
え
た
第

一
号

の
法
学
博

士
で
あ

っ
た
。

学
位
論
文

は

『忠
君
論
』

で
あ

る
。
当
時
、
明
治
憲
法

下
で
軽
視

さ
れ
が
ち
で
あ

っ
た
権
利

を
重
視

し
た
権
利

(自
然
権
説
的
考
え

方
)
構
成

の
研
究

で
あ

っ
た
。
安

沢
先
生

は
、
松
本
先
生

の
権
利

論
を
、

こ
ん
に

ち

の
人
権
思
想

に

つ
ら
な

る
権
利
論

で
あ
る
と
高

い
評
価
を
さ
れ

て
い
る
。
ま
た
、

こ
の
期

に
、
本
学

に
お

い
て
教
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壇

に
立
た
れ
た
憲
法

の
講
師

に
は
、
美
濃
部
達
吉
、
上
杉
慎
吉

、

寛
克
彦

と

い

っ
た
東
京
帝
国
大
学

の
現
役

の
教
授

ほ
か
、
法
制
局

の
金
森
徳
次
郎

(
戦
後
国
務
大
臣
と
し
て
、
吉

田
内
閣

の
も
と
で

日
本
国
憲
法

の
制
定
に
活
躍
)
が
お
ら
れ
た
。

第

三
期

は
、

一
九
四
九

(昭
和

二
四
)
年

か
ら

一
九
六
九

(
昭

和

四
四
)
年

で
あ
る
。

こ
の
期
を
代
表
す
る

の
が
安

沢
喜

一
郎
先

生

で
あ
り
、
そ

の
後
、
和
田
英
夫
先
生
、
大
谷
正
義
先
生

へ
と
憲

法
講
座
が
継

承
さ
れ
て

い
く
。

こ
こ
で
は
、
安
沢
憲
法
学

を

つ
ぎ

の
観
点
か
ら

ス
ポ

ヅ
ト
を
あ

て
て
検
討

し
て
み
た

い
。

四

第

一
は
、
安
沢
先
生

の
学
風
は
、
憲
法

の
研
究
態
度

(方

法
)

に
あ

ら
わ
れ
る
。
先
生

は
、

ア
メ
リ
カ
法
学

の
強

い
影
響

を

受
け

た
り
ベ

ラ
ル
派
で
あ

っ
た
。
先
生
が
憲
法
学
者

と
し
て
教
壇

に
立

た
れ
た
当
時

の

一
九

四
〇
年
代
後
半

は
、
戦
前

の
国
家
主
義

憲
法
学
と
対
峙

し
た
自
由
主
義
的
、
立
憲
主
義
憲
法
学
者

の
リ
ー

ド
で
は
じ
ま
る
。
日
本
国
憲
法
が

ア
メ
リ
カ
憲
法

の
影
響
を
受

け

て
制
定
さ
れ
た
こ
と
も
あ

っ
て
、
多
様
な
側
面

か
ら
日
本
国
憲
法

の
研
究
が
開
始
さ
れ
て

い
る
。
明
治
憲
法
が
ド
イ
ツ
の
憲
法

の
影

響

を
受
け

て
い
た
こ
と
も
あ

っ
て
、
多
く

の
憲
法
学
者

は
、
ド
イ

ツ
憲
法
と

の
比
較

の
中

で
の
憲
法
研
究
が
進

め
ら
れ

て
い
た
こ
と

を
想
う
時
、
多
様
な
側
面
か
ら

の
研
究

の
意
味

は
大
き
く
、
そ
れ

は
学
問
研
究

の
開
放

を
意
味
す

る
も

の
で
あ

っ
た
。
先
生

は
、
形

式
論
理
主
義
的
な
概
念
法
学
的
な
研
究
を
嫌

い
、

ア

メ
リ
カ
法

の

影
響

を
受

け
て
ア
ク
チ

ャ
ル
な
、

か

つ
り
ベ

ラ
ル
な
視
点

か
ら

の

研
究

に
専
念
さ
れ
る
。
後

に
紹
介
す
る
論
文

は
そ
れ
ら
の
視
点

に

た

つ
も

の
で
あ
る
。
先
生
は
、

一
九
五
三

(昭
和

二
八
)
年

に
ア

メ
リ
カ

・
イ
リ
ノ
イ
州
立
大
学

に
在
外
研
究
員
と
し

て
出

か
け
ら

れ
る
が
、
帰
国
後
は

一
段
と
強

い
反
骨
精
神

を
も
ち
、
人
権
尊
重

の
視
点

か
ら
憲
法
研
究

の
成
果
を
発
表
さ
れ
て

い
る
。

第

二
は
、
先
生

の
研
究
発
表
お
よ
び
著
作

目
録
が
、
そ
し
て
ま

た
学
位
論
文
が
示
す

よ
う

に
、
憲
法
研
究

の
中

で
も
、
予
算
研
究

に
関
す

る
論
文
が
圧
倒
的

に
多

い
。

こ
の
こ
と

は
先
生
が
学
界

に

お

い
て
、
予
算

の
法
的
研
究

の
権
威
と
し

て
評
価
さ
れ
て
い
る
こ

と

を
意
味
す

る
。
学
位
論
文

は
、
「
立
法

か
ら
見

た
予
算
制
度
」
で

あ

る
。
先
生

は
、
予
算

の
本
質
は
、
行
政
で
は
な
く
、
法
律
と
並

列
す

る
国
法
形
式

(通
説

に
な

っ
て
い
る
)

で
も
な
く
、
た
ん
に

立
法

(法
律
)

で
あ

る
と
説
く
。

そ
の
こ
と

は
、

ア
メ
リ
カ
、

イ

ギ
リ

ス
で
み
ら
れ
る
立
法
と

し
て
の
予
算

で
あ

る
考
え
方
を
導
入
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し
、

そ
れ
を

日
本
国
憲
法

の
制
定

過
程
を
通

し
て
明
ら
か
に
さ
れ

る
。
先
生

は
、
日
本
国
憲
法
が
制
定
さ
れ
る
背
景

に
は

マ
ッ
カ
ー

サ
ー
憲
法
草
案

が
あ

り
、
そ
の
前
提
に
は

マ
ヅ
カ

ー
サ
ー
三
原
則

(
マ
ヅ
カ

ー
サ
ー

・
ノ
ー
ト
)
が
あ
る
。
そ

こ
で
は

「イ
ギ

リ

ス

型
予
算
制
度

の
採
用
」
が
示
唆
さ
れ

て
い
る
。
こ

の
考

え
方

の
も

と

に
、
日
本
国
憲
法

八
三
条

の
財
政
議
決
主
義

の
規
定
が
生

れ
た
。

先
生

は
こ
の
視
点
か
ら

「予
算

の
本
質

は
立
法
」

で
あ

っ
て
行
政

事
項
と
し

て
理
解
す
べ
き

で
は
な

い
と
説
か
れ
る
。

こ
う
し
た
理

解

の
も
と

で
、

日
本
国
憲
法

に
み
ら
れ
る
予
算
論
議
が
、
今
後
、

国
会

に
お

い
て
な
さ
れ

る
時
、
明
治
憲
法
下

の
予
算

の
考
え
方
と

は
異
な
り
、
予
算

は
自
由

に
論
議
さ
れ
、
自
由

に
修
正
さ
れ

る
べ

き

で
あ

っ
て
、
政
府
が
主
張
す

る
予
算
修
正

の
限
界
な
ど
あ
り
え

な

い
こ
と
を
強
調
さ
れ
る
。
ま

た
、
予
算

に

つ
い
て
、
明
治
憲
法

の
も
と

で
は
行
政
説
が
通
説

で
あ

っ
た
が
、

日
本
国
憲
法

の
も
と

で
は
国
法
形
式
説
が
通
説
的
地
位
を
占

め
る
こ
と
に
な

っ
た
。
先

生

は
、

こ
の
通
説
的
理
解

で
は
、
官
僚
主
導
型

の
予
算
を
是
認
す

る
だ
け

で
あ
り
、
国
会
主
導
型

の
予
算

と
は
な
ら
な

い
と
、
そ
の

批
判

は
厳

し

い
。
予
算

の
本
質

に
つ
い
て
の
学
界

の
研
究
状
況
は
、

そ
の
後

も
十
分
に
進

ん
で

い
る
わ
け
で
は
な
い
の
で
国
法
形
式
説

が

通
説
と
な

っ
て

い
る
点

で
は
変

り
が
な

い
が
、
安
沢
先
生
が
提

起

さ
れ

て
い
る
立
法

(法
律
)
説

は
有
力
説
と
な
り
徐

々
に
支
持

者
が
増
え

て
き
て

い
る
。

ち
な

み
に
、
私
も
こ
の
説

に
た

っ
た
予

算

論
を
展
開
し
て

い
る
。

第

三
に
、
先
生

の
憲
法
論

の
も
う

一
つ
の
特
徴

は
、
第
九
条
論

で
あ

る
。

こ
の
研
究

は
、

一
九
六
九

(昭
和

四
四
)
年

に
本
学
を

定
年
退
職
さ
れ
た
後

の
、
和
光
大
学

に
お
け

る
先
生

の
本
格
的
研

究

で
あ

ρ
た
と

い

っ
て
よ

い
。
先
生

の
研
究

の
成
果
が
、

一
九

八

一

(昭
和

五
六
)
年

に

『
起
草

お
よ
び
制
定

の
事
実

に
立
脚
し
た

憲
法
第
九
条

の
解
釈
』
(成
文
堂
)
を
発
表
さ
れ
る
。
先
生

は
、
こ

の
論
文

の
中

で
、

日
本
国
憲
法
第
九
条

で
は
、
戦
争

の
放
棄

、
武

力

の
不
保
持
、
交
戦
権

の
否
認
規
定

に

つ
い
て
定

め
自
衛
隊

に

つ

い
て
は
全
く
触

れ
ら
れ

て
い
な
い
。

と
こ
ろ
が
、

日
本
国
憲
法

の

制
定
議
会

で
、
吉

田
茂
首
相

(当
時
)
は
、
「自
衛
権

の
発
動

と
し

て
の
戦
争
も
、
ま
た
交

戦
権

も
放
棄

し
た

も

の
で
あ

り

ま
す
。
」

(
六

・
一
.
六
)
と

か
、
「故

に
正
当
防
衛
権

を
認

め
る

こ
と
が
た
ま

た
ま
戦
争

を
誘
発
す
る
所
以
だ
と
思
う

の
で
あ

り
ま
す

」

(
六

・

二
八
)
と
か
説
明
す
る
が
、

こ
の
こ
と

は

「
い
か
な
る
理
由
を
も

っ
て
す

る
も
憲
法

の
法
理
を
無
視

し
た
説
明

で
あ
り
、

ま
た
国
際
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法

の
原
則

に
反
す
る
不
合
理
極

ま
る
議
論

で
あ

る
と

い
わ
な
け

れ

ば
な
ら
な

い
」

と
厳

し

い
批
判

を
加
え

る
。
そ
し

て
、
そ

の
こ
と

を
前
提

に
し

て
、
憲
法
第
九
条

を
理
解

し
、
憲
法
解
釈
が
な
さ

れ

て
い
く

こ
と

を
望
む
と

し
、

こ
の
視
点

か
ら
自
衛
隊

の
合
憲

論
を

展
開
す

る
。

た
し
か
に
、

四
六
年

二
月

=

二
日
の

マ
ッ
カ
ー
サ
ー

・
ノ
ー
ト

に
は
、
「
国
権

の
発
動

た
る
戦
争

は
廃
止
す
る
。
日
本

は
、
紛
争
解

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

へ

し

カ

釈

の
た
め
の
手
段
と
し

て
の
戦
争

、
さ

ら
に
自
己

の
安

全
を
保
持

ヘ

ヘ

ヘ

シ

シ

ト

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

シ

ら

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

へ

す

る
た
め

の
手
段
と
し

て
の
戦
争
を
放
棄

す
る
」

(
傍
点

筆

者

)

と

の
内
容
が

み
ら
れ
た
。
と

こ
ろ
が
、

マ

ッ
カ
ー
サ
ー
草
案

の
段

階

で
、
そ

の
作
業

に
あ
た

っ
て

い
た
ケ
ー
デ

ス
は
、

「
自

己

の
安

全

を
保
持
す

る
手
段
と

し
て
の
戦
争

を
放
棄
す

る
」
と

い

っ
た
内

容

の
個
所

を
削
除

し
た
こ
と

は
事

実

で
あ
る
。

し
か
し
、
そ

の
こ

と
を
も

っ
て
、
即
自
衛
隊
合
憲
論

と
結

び

つ
く
と

は
私
に

は
思
わ

れ
な

い
。
現

に
、
四
六
年

一
月

二
四
日
に
、
幣

原
首
相

は

マ
ッ
カ

ー
サ
ー
と

の
間

で
、

「
日
本

は
軍
事
機
構

は

一
切

も

た
な

い

こ
と

を
き

め
た

い
」
、
と
提
案

し
た
。
そ
う
な
れ
ば

「
旧
軍
部

が

い
つ
の

口
か

ふ
た
た
び
権
力

を
に
ぎ

る
よ
う
な
手
段
を
未
然

に
打
消
す

こ

と

に
な
り
、
ま
た

日
本

に
は
ふ
た
た
び
戦
争
を
起
す
意
思

は
絶
対

に
な

い
こ
と
を
世
界

に
納
得

さ
せ
る
と

い
う

二
重

の
目
的
が
達

せ

ら
れ

る

(
六
八
頁
)
」

と

い
う

こ
と
が
資
料

に
よ

っ
て
明
ら

か

に

さ
れ

て
い
る
。

ケ
ー
デ

ス
が

マ
ッ
カ
ー
サ
ー

・
ノ
ー
ト

で
、

た
し

か

に

「自

己

の
安
全
を
保
持
す

る
た
め

の
手
段

」
と

し
て
の
戦
争

(自
衛

戦
争
)
部
分

を
削
除

し
た
が
、
そ

の
こ
と

を
も

っ
て
そ
れ

が
自
衛
隊
合
憲
論
を
意
図
し
た
削
除

で
あ

っ
た
と
解

す

る
こ
と

は

で
き
な

い
で
あ

ろ
う
。

そ
れ

に
し
て
も
、
彪
大
な
資
料

を
駆
使

し

て

の
九
条
論

の
展
開

は

一
つ
の
見
解
と
L

て
注
目
さ
れ

て
よ

い
で

あ

ろ
う
。

第

四
は
、
先
生

の
憲
法
体
系
書

の
刊
行

に

つ
い
て
で
あ

る
。
先

生

の
著
作

目
録

を
拝
見
す

る
と
、
御
著
書

「
日
本
国
憲
法
論
」
(交

通
日
本
社
)
が
、

一
九

四
七

(
昭
和

二
二
)

年

=

一月

二
五
日
に

刊
行

さ
れ

て
い
る
。

日
本
国
憲
法
が
施
行
さ

れ
た
半
年
度

の
刊
行

で
あ

っ
た
。
美
濃
部
達
吉

『新
憲
法
概
論
』

(有

斐
閣

)

が

四
七

(昭
和

一
、
二
)
年

二
月
刊
行

で
あ

る
か
ら
、
そ
れ

に

つ
づ

い
て
の

刊
行

で
あ

る
。
先
生

の
大
変
な
努
力

の
成
果

で
あ

り
、
そ
の
作
品

を

一
読
す
る
と
瑞

々
し

い
新
鮮
さ
が

日
本
国
憲
法

の
解
説
を
通
し

て
伺

わ
れ
る
。

こ

の
出
版

に

つ
い
て
先
生

か
ら
直
接

お
伺

い
し
た

こ
と
が
あ
る
が
、
先
生

は
、
憲

法

の
内
容

の
正
確
さ
を
新
聞
か
ら
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だ
け

で
は
入
手

で
き
な

い
の
で
夏
休

み
を
利
用

し
て
、
連

日
パ
国

会
図
書
館

に
か
よ

い
、
衆
参
両
院

の
本
会
議

議
事
録
、
委
員
会
会

議
録
な
ど

を
読

み
な
が

ら
ま
と

め
あ
げ

た

の
で
あ

る
」
と
そ

の
回

顧

を

の
べ
ら
れ

て
い
た

の
が
印
象

に
残

る
。
御
著
書

の
内
容
を

み

る
と
、
憲
法

(第

一
章
)
、
主
権

(第

二
章
)
、

天
皇

(第

三
章
)
、

戦
争

の
放
棄

(第

四
章
)
、
国
民

の
権
利
及
び
義
務

(第

五
章
)
、

三
権
分
立

(第

六
章

)
、
国
会

(第

七
章
)
、
内
閣

(第

八
章
)
、
司

法

(第

九
章

)
、
財
政

(第

一
〇
章
)
、

地
方
自

治

(第

二

章
)

二
六
七
頁

か
ら
な

る
。
当

時

の
著
書

か
ら

み
れ
ば

、
当
然

と
も

い

え

る
が
、
明
治
憲
法
と

の
比
較

の
中

で
日
本
国
憲
法

の
特
徴

を
引

き
出
す
手
法

を
と

っ
て

い
る
。

し
か
も
、
御
著
書

の
執
筆

に

つ
い

て
、
「本
書

は
、
深
淵

な
理
論

よ
り
も
、
む
し
ろ
国
民

の
声

を
、
国

民

の
世
論

を
と
り
入
れ

た
と

い
ふ
希
望

か
ら
、
憲
法
制

定

の
議
会

に
お
け

る
論
議

を
多
く
乏

り
入
れ

て
ゐ
る

こ
と

を
、
特

に
お
こ
と

は
り
し
て
置

く
」
(
二
頁
)
と

の
べ
て
い
る
。
先
生

は
、
国
民

に
新

憲
法

の
内
容

を
知

ら

せ
、
理
解

さ

せ
る
か

の
努
力

を
し

て
い
る
こ

と
が
随

所

に
み
ら
れ

る
の
で
あ

る
。

と
く

に
、

こ
の
こ
と
を
強
調

し
た

い
の
は
、
先
生

は
戦
後

、
官
界

か
ら
学
界

に
身

を
投

じ
、
官

界
時
代

の
反
省
が
官
僚

に
よ
る
国
民
統

治

の
道
具
と
な

る
憲

法

で

あ

っ
て
は
な
ら
ず
、

国
民

の
た
め
の
憲
法
と

し
て
理
解
さ
れ

て

い

く

こ
と
を
望
ん

で
の
執
筆

で
あ

っ
た
よ
う

に
私

に
は
想

わ
れ
る
。

先
生

は

い
わ
れ
る
。

「わ
が
国
民

に
よ

っ
て
、
新
憲

法

の
基

く
幾
多

の
原
理
又

は

法
則
が
、
思
想
的

に
理
解
さ
れ
る

こ
と
な
く
、
国
民
が
単

に
こ

の
近
代
憲
法
上

の
諸
制
度
を
、
機
械
的

に
摂
取

し
或

は
模
倣
す

る

に
過
ぎ
な

か

っ
た
な
ら
ば
、
新
憲
法

の
将
来

は
、
推

し
て
知

る

べ
き

で
あ

ろ
う
。

ド
イ

ツ
の

ワ
イ

マ
ー

ル
憲
法

の
失
敗

は
、

こ
こ
に
あ

っ
た
。
憲
法

は
、
学
者

の
研
究
資
料

の
集
積

で
も
な

け
れ
ば

、
又
立
法
家

の
議
論

の
堆
積

で
も
な

い
。

国
民

に
理
解

せ
ら
れ
、
国
民

に
よ

っ
て
実
行

せ
ら
れ
る

こ
と
を
そ

の
根
本

の

使
命

と
し

て
ゐ

る
」

(
「
日
本
国
憲
法
論
」

一
頁
)

と
。

五

先
生

は
、
研
究

の
傍

ら
学
内
行

政

の
面

で
も
法
学
部
長
、

法
学
研
究
科
委

員
長

お
よ
び
評
議
員

の
要
職

に
あ

っ
た
。

一
九

六
〇
年
代

の
前
半

に
、
法
学
部

で
は
膨
張
す

る
学
生
数

へ

の
対
応

と
し

て
カ
リ
キ

ュ
ラ

ム
を
中

心
に
し
た
改
革
が
進

め
ら
れ

て
い
る
。

六

三
年

(
昭
和

}.一八
)

か
ら

二

つ
の

コ
ー

ス
制

(法
職

課
程
と
し

て
の
第

一
課
題
、
産
業
、
経
済
法
課
程
と

し
て

の
第

二
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課
程
)

が
と
ら
れ
、

そ
れ

ぞ

れ

の

コ
ー

ス
制

に
対

応

し

た

カ
リ

キ

ュ
ラ
ム
が
組

ま
れ
、
大
幅

な
教
員
増
が

は
か
ら
れ

る
が
、
そ

の

準
備
が
先
生

の
学
部
長
時
代

に
進

め
ら
れ

て
い
る
。

し
か
し
、

こ

の

コ
ー

ス
制

は
、

コ
ー

ス
分
け
そ
れ
自
体

に
問
題
が
あ

っ
た
た
め

で
あ

ろ
う

か
。

そ
れ
と
も

カ
リ
キ

ュ
ラ

ム
の
内
容

に
、
あ

る

い
は

履
修
方
法

に
問
題
が
あ

っ
た
た
め
か
、
多
く

の
学
生

は
、
第

一
課

程

に
集
中

し
た
こ
と
も
あ

っ
て
、

一
九
七
〇
年

に

コ
ー

ス
制

は
廃

止
さ
れ

て
い
る
。

本
学

は
、

一
九

五
〇

(昭
和

二
五
)
年

に
創
立
七
〇
周
年
を
迎

え
、
以
後

、
飛
躍
的
な
発
展
を

み
る
。
し

か
し
、
そ

の
発

展

は
、

大
学

の
管
理
体
制

の
矛
盾

を
さ
ら
け
だ
し
た
。
先
生

は
、
大

学

の

制

度
改
革

に
立

ち
上

り
五

二

(昭
和

三
七
)
年

に
、
「寄
附
行
為

及

び
付
属
法
規
改

正

に
就

い
て
の
意
見
書
」

を
当
時

の
理
事
長

に
提

出
し

て
い
る
。
そ

の
中

に
は
、
現
在

で
も

、
し
ば

し
ば
論
議

を
呼

ん
で

い
る
総

長

・
学
長

の
選
出

に

つ
い
て
教
学

の
立
場

か
ら
意
見

を
上
申

さ
れ

て
い
る
。
す

な
わ
ち
、
総
長

・
学
長

は
、
各
教

授
会

か
ら

三
名

の
推
薦

を
受
け

て
、

評
議
員

に
お

い
て
決
定
さ
れ

る
と

い
う

の
が
、
当
時

の
寄
付
行
為

の
内
容

で
あ

っ
た
。
先
生
は

、

こ

の
選
出
方
法

は
、
教
授
会

の
権
限

を
軽
視
す

る
も

の
で
あ

り
、
評

議
員
会

の
校
友

に
よ
る
大
学
支
配
と
な

り
教
学
権
を
侵
害
す

る
こ

と

に
な
り
許
さ
れ

て
は
な

ら
な

い
と
厳

し
い
批
判

を
加
え

て

い
る
。

ま
た
、
総
長

の
権
限

に
つ
い
て
、

「
総
長

は

一
切

の
学
務

を
総

理

す

る
」
と
あ

る
が
、

こ
れ

は
学
校
教
育
法

で
い
う
学
長

の
権
限

を

侵
す
も

の
で
あ

り
、
違
法

で
あ

る
と
そ

の
批
判

は
厳
し
い
。
そ

の

後
、

一
九

五
五

(昭

和

三
〇
)
年

に
明
治

大

学
専

任

教

授
連

合

(
「専
教
連
」
)

が
設
け
ら
れ
、
大

学
制
度

の
改
革

に
組
織
的

に
対

応

し
て
い
く
が
、
そ

の
対
応

以
前

に
理
事
長
宛

に
提

出
さ
れ
た
上

申
書

の
内
容
も

こ
の

「事

故
連
」

の
手

に
よ

っ
て
生

か
さ

れ
て

い

る
。

先
生

の
正
義
感

の

一
端

を
み
る

こ
と
が

で
き

る
。

先
生

は
、

一
九

六
〇

(
昭
和

三
五
)
年

か
ら

二
期

八
年

に
わ

た

っ
て
評
議

員
を
さ
れ
た
が
、
評
議
員
会

の
席
上
、
本
学

の
予
算
審

議

の
あ

り
よ
う

に
多
く

の
問
題
が
あ

る
と

の
認
識

に
た

っ
て
演
説

さ
れ
、
理
事
会

を
固
ま
ら
せ
て

い
た
よ
う

で
あ

る
。

こ
れ

は
先
生

の
正
義
感

か
ら
く

る
頑
固
な

一
面
を

の
ぞ

か
せ
て

い
る
よ
う

に
私

に
・は
想
わ
れ

る
。

六

先
生

の
人
柄

は
大
学
院
で
め
院
生

に
対
す

る
講
義

・
ゼ

ミ

風
景

に
み
る
こ
と
が

で
き

た
。

先
生

の
学
問

に
対
す

る
情
熱

は
大
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変

な
も
の
で
、
ゼ

ミ
で
は
先
生
と
院
生
が
互

に
机

を
は
さ
ん
で
議

論
す
る
。
そ

の
議
論
が
熱
中

し
て
く
る
と
、
先
生

は
顔
面
真

っ
赤

に
興
奮

さ
れ
、
容
赦
な
く
問
題
点
を
指
摘

し
て
こ
ら
れ

る
。
、
院
生

は
、
・そ

の
真
剣
さ

に
敬
服

し
て
い
た
。
そ
う

し
た
先
生

の
慈
愛
が

憲
法
専
攻
者

は
も
ち
ろ
ん
、
行
政
法
、
刑
法
専
攻
者

に
多
く

の
フ

ァ
ン
を

つ
く

っ
て

い
た
。

正
月

に
な
る
と
、
先
生

の
御
家
庭
を
訪

問
す

る
こ
と
も
あ

っ
た
が
、

い
つ
も
多
く

の
院
生
が

お
り
、

そ
こ

に
は
学
問
談
議

が
あ

っ
た
。
先
生
が

い
か
に
多

く

の
院
生

に
敬
愛

さ
れ
て

い
た
か
が
伺
え

る
。

ま
た
、
先
生

の
趣
味

は
旅
行

そ
し
て
骨
董
品
、
美
術
絵
画

の
収

集
家

で
あ

っ
た
よ
う

に
思
わ
れ
る
。
わ
け

て
も
、
先
生

は
、
鉄
道

省

(
の
ち
運
輸
省
)

の
高
級
官
僚

で
あ

っ
た
こ
と

か
ら
だ
と
思
う

が
、
全
国
無
料
乗
車

パ

ス
を
持
参

さ
れ
て

い
た
こ
と
も
あ

っ
て
、

大
変
旅
行
好
き

で
あ

つ
た
。
熱
海
、
伊
豆
方
面

の
旅
行

に
何

回
か

お
伴
を
し
た
。
あ

る
時

は
、
株
主
招
待
券

を
入
手
し
た
と

い

っ
て

富
士
山

一
周
バ

ス
旅
行

に
、
ま

た
あ

る
時
は
箱
根
バ
イ
パ

ス
の
完

成
記
念

バ

ス
ツ
ア
ー
に
も

お
伴
し
た
。
旅
先
で
戦
前

の
中
国

で
の

.鉄
道
省
時
代

の
想

い
出
な
ど
、
酒
を
汲

み
か
わ
し
な
が
ら
聞

か
さ

れ
た
。
何
と

い

っ
て
も
、
先
生
が
喜

ん
で
下
さ

っ
た
の
は
、
私
が

一
九
七

四
年

か
ら

七

六
年

の

二
年
間

の
在
外

研

究

中

に
奥

様

と

御

一
緒

に
イ
ギ

リ

ス

・
ロ
ン
ド

ン
を
訪

問

さ

れ

た
時

で
あ

っ
た
。

先

生

は
、

イ
ギ

リ

ス
憲

法

の
造

詣

が

深

い
こ
と
も

あ

っ
て
、

イ

ギ

リ

ス
民

主

政
治

の
あ

り
方

に

は

こ
と

の

ほ
か
関

心

を

示
さ

れ

て

い
た
。

私

は

ロ
ン
ド

ン
大

学

ユ

ニ
バ

ー

テ

ィ

・
カ

レ

ッ
ヂ

を

は
じ

め
高
等

法
律

研

究

所
等

を
案

内

さ

せ

て
戴

い
た

こ
と

は
も

ち

ろ

ん
だ

が

、

ブ

リ

テ

ィ
シ

ュ

・
ミ

ュ
ー
ジ

ア

ム
、

イ
ギ

リ

ス
国
会

、

首
相

官

邸

、

高

等

法
院

、
郊

外

の
ラ

ニ
ミ

ー
ド

(声
ロ
コ
日

日
Φ
巳
⑦
)
の
丘

な

ど

の

案

内

に

は

こ
と

の

ほ
か
喜

ば

れ

た
。

と

く

に
、

ラ

ニ
ミ
ー
ド

は

、

一
一
二

五
年

七
月

一
五
日
、

ジ

ョ

ン
王
が
封

建

貴

族

に
屈

し

て

マ

グ

ナ

・
カ

ル
タ

(ζ
p
σQ
毒

9

き

)

に
調

印

さ

せ

ら
れ

た
場

所

で

あ

る
。

テ
ー

ム
ズ

川

の
上

流

に

ラ

一三
ミ
ー
ド

の
丘
が

あ

る
。

そ

こ

に

は

コ
ン
ク

リ

ー

ト
で
造

ら

れ

た
円

形

の

マ
グ

ナ

・
カ

ル
タ
記

念

建

造

物

が

あ

る
。

こ

の
地

帯

は

、

一
.
二

五
年

当
時

ど

の

よ
う

な

と

こ
ろ

で
あ

っ
た

か
、
私

に
は
わ

か
ら

な

い
が

、
・秋

の
晴

れ

た

日
、

そ

の
丘

に
寝

そ

べ

り
な

が

ら
、

ジ

ョ

ン
王

が
ど

の
よ
う

な
姿

で
調

印

を

さ

せ

ら
れ

た

か
想
像

し

た
く

な

る

ほ
ど

、

今

は
、
美

し

い
自

然

の
た

た
づ

ま

い
を

み

せ

て

い
る
。
先

生

の
感

激

は

ひ
と

し

お

で

あ

っ
た

こ
と
が

想

い
出

さ

れ

る
。
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